
（様式１）

１． 施設整備計画の名称

北茨城市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和 元 年度～令和 ２ 年度（２年間）

（担当）

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

北茨城市教育委員会教育総務課

住所：茨城県北茨城市磯原町磯原１６３０

電話：０２９３－４３－１１１１（内４５３）

北教総　第　５９４　号

令和　６年　２月１６日

文部科学大臣　殿

　　　　茨城県北茨城市長　豊  田 　 稔　　　　　　

施設整備計画の事後評価について

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

、

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

　令和３年９月２７日に教育委員会内において、事後評価を行うとともに、今後の施設整備計画の
検討を行った。

　事業完了後、教育委員会事務局及び担当課で事後評価を実施した。また、定例教育委員会に
おいて主要事業の評価を実施した。その結果を、本市のホームページにて公表し、市民への情報
提供及び市民の意見聴取に努めていく。

　施設整備計画で計画していた中学校武道場（新築）柔・剣道場等事業については、予定より４ケ
月遅れ、繰越となったが、２学期より使用できるよう完了することができた。学校よりは、武道の授業・
部活動に大いに活用できると好評を得ている。
  次年度以降については、３０年以上を経過している建物が多く、老朽化していく中で、長寿命化
計画に沿って、改修工事等を行っていくことが重要となることから、地域住民、市議会、学校関係者
からの意見、要望を踏まえ、今後の計画を検討し、効率的な事業の実施に努めていくこととする。



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　市内中学校の中で唯一武道場（柔剣道場）が未整備であった磯原中学校に校舎・屋内運動場と
一体型の柔剣道場を整備することができた。武道の必修化の充実に寄与できるとともに、屋内運動
場と一体型となっているため、地域住民のための学校開放及び災害時の避難場所としても大いに
期待できる。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

磯原中学校（Ⅰ期工事） （５） 01 中学校武道場（新築）柔・剣道場等 屋 Ｒ R元年.12～R２.３ Ｒ２.３.31

磯原中学校（Ⅱ期工事） （５） 01 中学校武道場（新築）柔・剣道場等 屋 Ｒ R元年.12～R３.２ Ｒ３.６.30

（参考）負担金事業

磯原中学校 ― 統　合 校 Ｒ R元年.12～R３.２ Ｒ３.６.30

磯原中学校 ― 統　合 屋 Ｒ R元年.12～R３.２ Ｒ３.６.30

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）


